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特定非営利活動法人市民活動サポートセンターいなぎ

(以下「NPOサ ポートセンターいるぎ」)は、本年4月

から3年間 (平成25年 4月 1日～28年 3月 31日 ま

で)、 指定管理者として稲城市地域振興プラサの管理運営

を行うことになし′ました。

●受話きての経過

ほぼ次のようです。

○平成 17年 4月に市民活動サ

ポートセンター (以下「サポ

ートセンター」)が 7「一プン。

当初その運営は、市民による

「運営協議会」が担つていま

した。 (市との協働運営)

〇運営協議会きよしノ自立した団

体にするために法人イヒを目指

し、平成 18年 11月にNP
O法人を取得、それをきつか

けに、市からの補助金による

運営に変わしノました。

○その後、NPOサ ポートセン

ターいなぎは、稲城市地域振

興プラサ全体の管理・運営を

指定管理者として受託できな

しヽかどうか、市と協議してき

ました。

〇その結果、昨年末にその協議

が整い、議会の承認t得て、

本年4月から稲城市地域振興

プラサの指定管理を受けるこ

とになし′ました。

●むぜ指定管理者なのか

NPOサ ポートセンターい

なぎのような組織は中間支援

組織と呼ばれますが、その理

念 (こ ソヽション)は、「社会貢

献活動を行う市民や市民活動

の支援」 と「協働のまちづ <
ιノの推進」です。

一方、稲城市地域振興プラ

サの設置目的は「市民の交流、

市民 による自主的な社会貢献

活動、市民活動の支援」 な ど

であしノ、「行政と市民や市民活

動団体・企業 (事業者)によ

る協働のまちづ <しノを促進す

るための中核施設」と言うこ

とができます。

このまうに、両者の理念や

目的が一致したことから、当

NPO法 人が指定管理者とし

て認められたものと考えてい

ます。

●こんな業務を行うのか

指定管理者を受 けるにあ た

つて、市と協定を結んでいま

すが、そこに掲げられ ている

業務は次の7項目です。

“

)協働のまちづ <しノの支援 に

関す ること 。・ 。これま で

サポートセンターが行つてき

た事業に当3もので、これか

らも柱になる事業です。

(2)地域振興プラサの施設の運営

に関すること・・・施設の開

閉館/地域振興プラサ利用者

に対する受付け 。案内・問合

せへの対応/施設使用の許可

に関する業務/料金の徴収に

関する業務 (4階会議室が主

な業務)/市民活動や協働に

関する情報の提供ほか

(3)地域振興プラサの施設の維持

管理に関すること

14)姉妹都市交流に関すること
・・・姉妹都市大空町内の契

約旅館を利用する市民にその

経費の一部を助成する業務

(51国際交流に関すること

(6)Iのまち いなぎ 6れあい

まつしノ部門に関すること

※平 成 24年 度 の例 で は

「和太鼓コンテス ト」「お

まつしノ広場」「フリーマー

ケ ン`ト」「子どもイベント」

「前夜祭のコンサート」な

ど

(7)市民活動ポイント制度に関す

ること・・・ポイント証の作

成/ポイントの換金
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ポイントがあじノますが、これは

昨年度から導入している方法です。

組織図の説明 (その 1)は 、

言つてみれば縦の仕組み (組織 )

です。しかしそれだけでは、そ

れぞれの P丁が関連することな

く、バラバラに事業を進めるこ

とになしノ、メリハリのない事業

展開になつてしまいます。

そう した反省か ら、そね ら

な横断的に繋ぐための 2つのテ

ーマを掲げ、それぞれに PTを
設け、縦の組織と関連づけなが

ら進めることにしました。

テーマ 1:つながしノ合つための

居場所づ <しノ(居場所づ<
しノP丁 )

チーマ 2:稲城を元気にするた

めの魅力づくしノ(魅力づく

し′P丁 )

P丁 メ ン パ ー 募 集 中

「 そ れ な ら で き そ う 」

「何 だ分面 白そ う /」 「こ

んなまちにしたいなア～」

動機 は何 でも OK、 稲

城のまちづ くしノのため―

緒 にいしヽ汗 か きたしヽ P丁
メンバーき募集中です。

興 味のあ るん はサ ポー

トセ ンターま でお申し出

<ださい。

NPO法人市民活動サポートセンターいなぎ

居場所づくし′PT 魅力づくtlP T

サポー トセンターの運営は、

これまで理事中心で行つてきま

した。しかし、理事だけの運営

には限界があしノ、広がしノt生ま

れに<いという反省から、指定

管理者を受託 したことを機に、

運営組織を下図のように見直し

ました。

I組織日の都 R(その 1)l

①理事会の下に、「指定管理者

音β」と「運営会議」を設けま

した。「運営会議」 はサポー

トセンターを運営するための

組織で、その下にごらに「市

民活動支援部」と「協働事業

推進部」を設けました。

②それぞれの部、実際には部の

中に置かれたフロジェク ト千

一ム (以下「 P丁 」)は、総

会で決まつた事業を企画、立

案、実行する役割き担います。

理事会は、それぞれの部から

出された事業計画案 (予算・

実施要頂など)を議決します。

③ 「市民活動支援部」「協働事

業推進部」の中に置かれた P
丁には、理事、当法人の会員

だけでな <、 多<の市民の方

も参加できるよう、開かれた

P丁 にしていきます。

④「運営会議」は、それぞれの

P丁の代表者 (正副など任意 )

で構成し、事業の進捗状況の

把握や全体調整を行う場です。

1組織日の説印 (その21
～横断型の2つのP丁～

組織改正にはもつ一つ人事な
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本年 4月 か ら、「NPO法 人市民活動サポー トセ

ンターいなぎ」が指定管理者 として、地域振興 プ

ラザの管理・運営に当ると聞きま したが、「指定管

理者制度」つて何の ことですか ?
NPO法 人が指定管理者を引き受けることに ど

んな意味があるのですか ?

指定管理者制度は、2003
年の地方自治法改正によしノ導入

された制度です。

それまでは、公の施設き管

理 。運営できるのは、地方公共

団体分その外郭団体に限られて

いましたが、制度改正によつて、

株式会社などの営利企業 。財団

法人・NPO法人・市民グルー

プなどに包括的に代行させるこ

とができるようになし′ました。

●     ●

制度導入の目的は、「多様化

する住民ニーズに、よじノ効果的、

効率的に対応するため、公の施

設の管理き民間の能力を活用し

つつ、住民サービスの向上を図

るとともに、経費の節減等を図

3」 ことにあし′ます。

●     ●

地方行政改革の推進という流

れ、地方交付税の削減などによ
じノ、多<の自治体は厳しい財政

運営に迫られています。そのた

め、指定管理者制度の導入は、

どちらかと言うと経費の削減と

いう、委託側のメリツトばかし′

が強調されがちですが、上記の

目的にもあるように、住民サー

ビスの向上を図るという視点t
忘ねてはいけません。

公の施設とは、行政の所有物

ではなく、本来的には住民の

公共に資するために作られた

施設です。従つて、そうした

視点にたつて、施設の価値や

利便性を高める観点分らも、

導入については検討されるべ

きだと言われています。

●     ●

NPO法 人が受話する場合

は、どう考えればいいのでし

ようか。

NPO法 人はボランタリー

な団体として、それぞれがこ

ツシ∃ンを掲けてスタートす

るのですが、多<の場合は財

政基盤が弱く、途中で息切れ

してしまい、継続するのが難

しいというのが実情です。

従つて、受話することで一

定期間、安定して委託費をも

らえるのは、NPO法 人にと

つては大きなメリ ンヽトになしノ

ます。ただしその場合でも、

NPO法 人は収益が目的では

なく、ポランタリーな組織で

すから、その事業が自分たち

のこツシヨンに合致しなけれ

ば応札する意味合いはあじノま

せん。

●     ●

いずれにしてし、指定管理

者制度は、公共サービスの担

い手を多様化させます。

したがつて、その時人事な

ことは、担い手が、豊かな地域

社会を実現するというビジョン

を共有し、その責任き果たすこ

とにあじノます。

一方、自治体にも設置者と

しての責任があじノますから、双

方がそれぞれに責任と役割を果

たしつつ、この制度きよしノ良い

ものにしていくことが求められ

ます。

●     ●

最近は、行政需要が多様化、

複雑化し、行政だけで政策を実

現できない領域が広がしノつつあ
し′ます。したがつて、行政と市

民とが協働してまちづくしノを進

めていくことは益皮必要になつ

てきています。

その意味でも、公の施設を、

公共政策を展開する場として捉

え、市民t参力0しながら管理 。

運営できる体制を構築すること

は、人事なことです。

●     ●

です分ら、指定管理者制度

の導入は、経費の削減というメ

リツトに加え、住民活動き促進

する役割t担つているという視

点で捉え3べきだと考えます。

(小林)
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1市民活動
=援

基金に|よ―る
今年度a助成自体勝|==:

5月 17日に審査会が開かれ、今年
度は次の5団体に助成することが決ま
しノました。

■稲城の生き物見つけ隊

(代表 和田さつきさん)

①スター ト助成  ② 30,00o円
③ NPO《 子どもの森》芸術文化振興基金

④市内に生息する花、鳥、昆虫などの生き物生息

状況を調査 し、将来の自然保護に役立てる。

■稲城ノルディックウォーキングクラフ

(代表 神田恵介さん )

①スター ト助成   ② 45,000円
③サポー トセンター市民活動支援基金

④春 と秋 に ノルデ ィ アヽク ウ 71-キング の初 心者

向 け講習 会 を 開催す る他 、月 1回ウ 7r一キ ン

グ会 を 開催す るな ど、健康 づ くしノに貢献 す る。

■たなかフェ

(代表  田中明子 さん )

① スタ ー ト助成  ② 30,000円
③ サポ ー トセ ンター市民活動支援

基金

④ 地 域 住 民 、 特 に 寧L幼 児 の 子 育

て世 代 が交 流 でき るよ う、月 2
回 自宅 を開放 し、 子 育 て支援 と

住 みや す い地域 づ <しノに貢献 す

こ3。

NIP10《子どもの機‐芸術文化振興基金とは

地域の活性化と教育力の充実きめごし、子どもたちの芸術文化

活動および健やかな育ちの環境づくしノに寄与する芸術文化の振

興を目的に設けられた基金です。(代表 :荒木重雄さん、専務理

事 :角田亨さん)

①=助成の種別  ②=助成額
③=基金の資金提供先 ④=活動内容など

■稲城でいい映画を観ようノ梨映会

(代表 坂本太郎さん )

① スター ト助成  ② 50,000円
③ NPO《 子どもの森》芸術文化振興基金

④心に残 3映画を自主上映、上映後 に「トークカ

フエ」 を実施 し、映画の感想き共有するなどし

て、新たな コこユニテイづくしノに貢献する。

■フ7「 トクラフいなぎ

(代表 斎藤茂さん )

①ステ ン`フア ソ`フ助成  ② 50,000円
③ NPO《 子どもの森》芸術文化振興基金

④稲城の四季の風景や行事を写真に撮 しノ、写真展

を開いたしノ、その記録き写真集にして残 します。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

この助成金を受けて、稲城の生き
物見つけ隊による昆虫観察会が、7
月27日 に行われ、71人の参力0が

あしノました。
よみつし′ランド昆虫館 。吉田館長

の説明に、子どもt大人も真剣に耳
を傾けていました。
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